
航空法の一部改正の早分かり [ 無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール ]

（平成２７年１２月１０日施行）

無人航空機とは（定義）

法改正で、ラジコンヘリ、飛行機、マルチコプター などが 「無人航空機」 として、航空法の適用対象として定義され、その使用に

ついて、法的な制限がかけられました。

この資料は、国土交通省が次のwebサイトで公表するする情報を早わかりするための参考として整理したものです。
下記のweb情報を参照する際の、補助資料としてご利用ください。

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

国土交通省 航空局 安全部 無人航空機窓口
電話 :０３－５２５３－８１１１（内線：４８６９６、４８６９３、５０１５７、５０１５８、４８１８２、４８３０３）
直通 :０３－５２５３－８７３７，０３－５２５３－８６９６
ファックス :０３－５２５３－１６６１

なお、詳しい内容や相談は、次の窓口で相談できます。

１．航空の用に供することができる、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船、その他政令でさだめる機器 で…

２．人が乗れない構造 で…

３．プロポ等の操縦装置や、プログラムされた自動操縦装置により、離陸、着陸、空中での上昇、ホバリング、水平飛行、下降が
できるもの。

※「無人航空機」に該当しないもの （小型のトイラジなど）
・無人航空機本体＋バッテリーの重量が200ｇ未満のものは、この法令が適用されません。

200g未満



あなたが無人航空機を飛ばすために、必要な航空法上の手続き

バッテリー含む
機体重量

航空法の適用は
受けません
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スタート

200g以上

以下航空法の適用を受ける

飛行場所が飛行
禁止区域か？

いいえ

https://jstatmap.e-stat.go.jp/gis/nstac/

ｊSTAT MAPで、飛行場所が人口密集地で、
飛行禁止区域で無いか確認ください。

（webで無料閲覧ができます。 ただしユーザー
登録が必要です。）

以下の条件内での飛行は、
許可・承認の申請が不要です。

はい

②人口密集地での飛行

①空港の近く、重要施設など国が
定める空域

(1) 飛行禁止区域（132条）

(2) 飛行できる条件（132条の2）

①日の出から日没までの間で飛行させる。
②無人航空機及び周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
③無人航空機と地上または水上の人または物件との間に政令でさだめる

距離（３０ｍ）を保って飛行する。
④祭礼、縁日、展示会、大勢が集合するイベントの催しが行われている

場所の上空は飛行禁止
⑤爆発又は易燃性のある物や他人に危害を与える、又は他の物件を

損傷するおそれのある国交省が 定めたものを輸送してはいけない。
⑥無人航空機から物件を投下しないこと。

※違反した場合の罰則
５０万円以下の罰金

・（１）－①、（１）－② （２）－①～⑥の違反をして飛行させた者

③１５０ｍ以上の高さの飛行

132条の区域を飛行するには

無人航空機の
飛行に関する
許可申請書

132条の2以外の方法の飛行をするには

無人航空機の
飛行に関する
承認申請書

申請先

・国土交通省
・地方航空局長
・空港事務所長

※今後Webでの申請も可能とする予定

(A) (B)

例：T-REX150
M424
HeliBird II など


